
きのこ王国とっとり推進事業費補助金交付要綱 

 

制  定  平成31年３月29日付第201800357053号 

最終改正  令和７年３月26日付第202400319096号 

鳥取県農林水産部長通知 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和32年鳥取県規則第22号。以下「規則」という。）

第４条の規定に基づき、きのこ王国とっとり推進事業費補助金（以下「本補助金」という。）の交付

について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、原木しいたけ等の生産体制の整備、販売戦略の実施、原木の安定確保を行う生

産者等（以下「生産者」という。）の取組を支援することにより、きのこ王国とっとりの実現を推進

することを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」という。）

について、次に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

（１）補助事業のうち原木安定供給支援、生産拡大支援及び販路開拓支援については、対応する別表

の第２欄に掲げる者 

（２）補助事業のうち栽培環境整備支援、安全労働確保支援、新規生産者施設整備支援及びクヌギ原

木林緊急造成（果樹園跡地有効利用）支援については、対応する別表の第２欄に掲げる者（以下

この号において「事業実施主体」という。）に対し、その者が行う補助事業（以下「間接補助事業」

という。）に係る補助対象経費（補助事業に要する同表の第３欄に掲げる経費をいう。以下同じ。）

の額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費

税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、

当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額

をいう。以下同じ。）を除き、同表の第７欄に定める額を限度とする。）に同表の第４欄に定める

率を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、事業実施主

体が居住し、営農する市町村がそれぞれ異なる場合で、やむを得ない事由があると地方事務所（東

部農林事務所八頭事務所、中部総合事務所、西部総合事務所及び西部総合事務所日野振興センタ

ーをいう。以下同じ。）の長が認めるときは、本補助金の額とする。）以上の間接補助金を交付す

る市町村 

２ 本補助金の額は、補助対象経費の額（仕入控除税額を除き、別表の第７欄に定める額を限度とす

る。）に同表の第６欄に定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た額（その額に１円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）以下とする。 

３ なお、鳥取県産業振興条例（平成23年鳥取県条例第68号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当

たっては、県内事業者（同条例第２条第１項の「事業者」の定義に従い、県内に本店、支店、営業

所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者を

いう。以下同じ。）への発注に努めなければならない。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への

発注が困難と県が認めた場合については、この限りでない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、地方事務所又は森林・林業振興局県産材・林産振興課の長が別に定

める日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及

び様式第２号によるものとする。 



３ 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が

５パーセントを超えている公益法人等（消費税法別表第３に掲げる法人及び同法第２条第７項に規

定する人格のない社団等をいう。）若しくは地方公共団体であるとき、又は仕入控除税額が明らかで

ないときは、前条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗

じて得た額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

３ 地方事務所の長又は知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定

にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において

は、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合

は、当該変更後の額。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額する

ものとする。 

 

（間接交付の条件） 

第６条 第３条第１項第２号に規定する市町村の長（以下単に「市町村長」という。）は、同号に規定

する間接補助金（以下単に「間接補助金」という。）を交付するときは、その交付を受ける者（以下

「間接補助事業者」という。）に対し、次の表の左欄に掲げる規則の規定（これらの規定中同表の中

欄に掲げる字句を同表の右欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えたものとする。）に準じた内容の条

件を付さなければならない。 

第12条（第４項を除く。）、

第13条、第14条、第16条第

２項後段、第17条、第25条

及び第26条 

補助事業者等 間接補助事業者等 

交付決定 間接交付の決定 

補助事業等 間接補助事業 

知事 補助事業者 

様式第２号による 補助事業者が定める 

対象事業 間接補助事業 

様式第３号による 補助事業者が定める 

補助金等及び間接県費補助金等 間接補助金 

 

（承認を要しない変更） 

第７条 規則第12条第１項の知事が別に定める変更は、補助事業ごとに別表の第８欄に定めるもの以

外の変更とする。 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（間接的な変更等の承認） 

第８条 市町村長は、第６条の規定により付した規則第12条の規定に準じた内容の条件に基づき、間

接補助事業について変更等の承認をしようとするときは、あらかじめ規則様式第２号による申請書

を地方事務所の長に提出して、その承認を受けなければならない。 

２ 第５条第１項の規定は、前項の規定による地方事務所の長の承認について準用する。 

３ 市町村長は、第１項に規定する条件に基づき、規則第12条第1項（同条第２項において準用する場

合を含む。）の別に定める変更等を定めるに当たっては、間接補助事業ごとに別表の第８欄に定める

変更並びに間接補助事業の中止及び廃止を定めてはならない。 

 

（指示等の報告） 

第９条 市町村長は、第６条の規定により付した規則第13条又は第16条第２項後段の規定に準じた内

容の条件に基づき、間接補助事業者に対して指示をし、又は間接補助事業者から報告を受けたとき



は、直ちにその旨を地方事務所の長に報告しなければならない。 

 

（完了届及び検査） 

第10条 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）のうち別表の第９欄に〇印を付し

た補助事業を行うものは、補助事業の完了した日（次項の規定による検査を段階的に行う必要があ

る場合にあっては、当該検査に係る部分が完了した日）から20日以内に様式第８号による届出書を

地方事務所の長に提出しなければならない。 

２ 地方事務所の長は、前項の届出があったときは、検査員として指名した職員に、速やかに規則第

14条の規定による検査を行わせるものとする。 

 

（実績報告の時期等） 

第11条 規則第17条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日までに行

わなければならない。 

（１）規則第17条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止

の日から20日を経過する日と交付決定を受けた年度の翌年度の４月20日のいずれか早い日 

（２）規則第17条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年

度の４月20日 

２ 規則第17条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ

様式第１号及び第２号によるものとする。 

３ 補助事業者が仕入控除税額を含む額で交付決定を受けた一般課税事業者であって、実績報告に当

たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が交付

決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、間接補助対象

経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。 

４ 補助事業者が仕入控除税額を含む額で交付決定を受けた一般課税事業者であって、実績報告の後

に、申告により仕入控除税額が確定した場合においては、確定次第速やかに、様式第７号により地

方事務所の長に報告を行うこととする。なお、その額が実績報告控除税額（交付決定控除税額が実

績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）を超えるときは、様式第７号により速や

かに地方事務所の長又は知事に報告し、地方事務所の長又は知事の返還命令を受けて、その超える

額に対応する額を県に返還しなければならない。 

 

（間接補助金の支払） 

第12条 市町村長は、本補助金の支払を受けたときは、その支払を受けた額に応じた額の間接補助金

を、遅滞なく間接補助事業者に支払わなければならない。 

 

（概算払） 

第13条 補助事業者は、規則第19条に規定する概算払による本補助金の支払を求めるときは、様式第

４号により概算払請求を行うものとし、地方事務所の長又は知事は、概算払による本補助金の支払

を行うときは、様式第５号によりあらかじめ通知するものとする。 

 

（達成状況報告） 

第14条 原木安定供給支援（作業道開設・原木生産プラン）、栽培環境整備支援、安全労働確保支援（労

働力の軽減）、新規生産者施設整備支援又はクヌギ原木林緊急造成（果樹園跡地有効利用）支援を実施

した補助事業者又は間接補助事業者は、実施計画についての達成状況報告を事業が終了した年度の翌

年度から起算して３年間、各年度の翌年度の６月10日までに様式第６号により地方事務所の長又は市

町村長に提出するものとする。ただし、原木安定供給支援（原木生産プラン）については、施業計画

を達成した年度まで、クヌギ原木林緊急造成（果樹園跡地有効利用）支援については、クヌギ造林計

画を達成した年度までの報告とする。 

２ 市町村長は、受理した達成状況報告書の写しを速やかに所管の地方事務所の長に提出するものと



する。 

３ 地方事務所の長は、達成状況報告書の写しをまとめて毎年６月30日までに農林水産部長に提出す

るものとする。 

 

（財産の処分制限） 

第15条 規則第25条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大

蔵省令第15号。以下「省令」という。）に定める耐用年数に相当する期間（省令に定めのない財産に

ついては、知事が別に定める期間）とする。 

２ 規則第25条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具 

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるとものとして知事が別に定めるもの 

３ 第５条第１項の規定は、規則第25条第２項の承認について準用する。 

 

（間接的な財産処分の承認） 

第16条 市町村長は、第６条の規定により付した規則第25条第２項の規定に準じた内容の条件に基づ

き、財産の処分の承認をしようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 

２ 第５条第１項の規定は、前項の規定による知事の承認について準用する。 

３ 市町村長は、第１項に規定する条件に基づき、規則第25条第２項ただし書の期間を定めるに当た

っては、前条第１項に定める期間より短い期間を定めてはならない。 

４ 市町村長は、第１項に規定する条件に基づき、規則第25条第２項第４号の財産を定めるに当たっ

ては、前条第２項各号に掲げる財産を定めなければならない。ただし、当該財産以外の財産を定め

ることを妨げない。 

 

（収益納付） 

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産を処分したことにより収入が

あったときは、当該収入があったことを知った日から10日以内に、知事にその旨を報告しなければ

ならない。 

２ 前項の場合において、知事がその収入の全部又は一部に相当する額を県に納付するよう指示した

ときは、補助事業者はこれに従わなくてはならない。 

 

（提出書類の部数） 

第18条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類は正本１部とし、所管の地方事務所の長

又は知事に提出しなければならない。 

 

（財産に関する書類の保管） 

第19条 補助事業者は、事業により取得した財産について、処分制限年度を経過するまでの間、財産

管理台帳及びその他関係書類を整備、保管しなければならない。 

 

（雑則） 

第20条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、農林水産部

長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成31年4月1日から施行するとともに、「鳥取県原木しいたけブランド化推進事業費補

助金交付要綱（平成27年３月30日第201400201887号農林水産部長通知）」、「「鳥取茸王」緊急生産拡大

支援事業費補助金交付要綱（平成28年２月26日第201500163713号農林水産部長通知）」、「鳥取県クヌギ

原木林緊急造成事業費補助金交付要綱（平成28年３月31日第201500196392号農林水産部長通知）」及び

「鳥取県新たなきのこ販路開拓推進事業費補助金交付要綱（平成28年5月26日第201600017775号鳥取県



農林水産部長通知）」は廃止する。ただし、平成31年3月31日までに交付決定を受けた事業については、

なお従前の例による。 

附 則 

この改正は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和５年４月７日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和７年３月29日から施行し、令和７年度事業から適用する。 

 



別表（第３条、第６条、第７条、第８条、第１０条関係） 

１ 

補助事業 

２ 

事業実施主体 

３ 

補助対象経費 

（注１） 

４ 

間接補

助率 

５ 

間接交

付主体 

６ 

補助率 

７ 

補助対象経費の限度額 

８ 

重要な

変更 

９ 

完了届 

原木安定

供給支援 

(注２) 

作業道

開設 

生産者、生産者のグル

ープ、農協支部生産部、

地区生産部、県椎茸生

産組合連合会、農業協

同組合、森林組合、素

材生産業者、造林公社 

原木林を確保する作業道

（注３）の開設に要する経

費 

 

 

 定額 

次表のとおりとする。 

全幅

員 

補助単価

（円/m） 
適用 

2.0m 
1,900 鳥取式作業道 

1,000 鳥取式以外 

2.5m 
1,900 鳥取式作業道 

1,000 鳥取式以外 

3.0m 
2,000 鳥取式作業道 

1,200 鳥取式以外 
 

 補助金

の増額 

◯ 

自伐原

木生産

研修（

注５） 

生産者のグループ、農

協支部生産部、地区生

産部、県椎茸生産組合

連合会、農業協同組合 

原木生産技術の向上を図

るための伐木研修の実施

に要する経費（注５） 

  1/2 

 

100千円とする。  

原木生

産プラ

ン 

生産者のグループ、農

協支部生産部、地区生

産部、県椎茸生産組合

連合会、農業協同組合、

森林組合、素材生産業

者 

クヌギ造林地の調査や森

林所有者との調整等の取

組に対する支援（注６） 

  定額 

10万円/ha 

 

  

栽培環境整備支援 生産者、農協支部生産

部、地区生産部、農業

協同組合 

増産・品質の安定化を図る

ためのほだ場の造成（上木

整理、作業道整備）及び気

象条件に左右されない施

設（「鳥取茸王ハウス」(注

７)、散水施設、ビニール

被覆、簡易ハウス等）の整

備に要する経費（注８）（注

９）（注10） 

1/3 市町村 2/9 (１)パイプハウス 

ア 面積240m2未満7,700円

/m2 

イ 面積240m2以上300m2未

満 

7,300円/m2 

ウ 面積300m2以上6,800円

/m2 

(２)散水施設500,000円/式 

 

生産拡大支援 

（注４） 

生産者、農協支部生産

部、地区生産部、農業

協同組合 

当年度植菌する原木本数

の計が、１生産者当たり

500本以上の場合に、前年

度植菌した原木本数と同

  定額 

・種駒:維持分0.85円/駒、拡大分1.7円/駒 

・購入原木:維持分60円/本、拡大分120円/

本 

  



数又は増加するための原

木及び種駒の調達に要す

る経費（注11） 

・自伐原木：維持分30円/本、拡大分60円/

本 

※維持分：前年度植菌本数と同じ本数まで

に適用する。 

※拡大分：前年度植菌本数を１生産者当た

り100本以上増加した場合に、増加本数に

適用する。 

※補助金額の限度額は、種駒及び原木合計

500千円/人とする。 

安全労働確保支援 生産者、農協支部生産

部、地区生産部、農業

協同組合 

防護衣等（へルメット、防

護衣、防護ズボン等、防護

ブーツ）の導入に要する経

費（注12） 

1/2 市町村 1/3 127千円/人とする。 

 

 

しいたけ栽培歴5年以

内の新規生産者 

労働力の軽減（運搬車や動

力ウィンチ等の導入（注

13））に要する経費 

ただし、労働力の軽減に要

する経費は、事業実施年度

（１年目）に1,000本／年

以上植菌を行い、かつ、３

年目までに3,000本／年以

上の植菌を目指す取組に

限る。 

労働力の軽減 

ア 運搬車1,935千円 

イ 動力ウィンチ297千円 

ウ アシストスーツ150千円 

新規生産者施設整

備支援 

原木しいたけ新規生産

講座の修了者、しいた

け栽培歴5年以内の方、

及びそれらの所属する

団体 

事業実施年度（１年目）に

1,000本／年以上植菌を行

い、かつ、３年目までに

3,000本／年以上の植菌を

目指す取組に対し、乾燥機

（設置費を含む。）とスラ

イサーの導入に要する経

費（注13） 

1/3 

 

市町村 2/9 (１)乾燥機1,320千円 

(２)スライサー390千円 

 

販路開拓支援 

（注14） 

鳥取県原木しいたけブ

ランド化促進協議会の

会員 

原木しいたけのブランド

化に向けた販路開拓や消

費拡大活動に要する経費 

  1/2 

 

  



無胞子性エリンギ若し

くは黒アラゲキクラゲ

の生産に取り組む法人

又はグループ等 

無胞子性エリンギ又は黒

アラゲキクラゲの販路開

拓や消費拡大活動に要す

る経費 

 

クヌギ原木林緊急

造成（果樹園跡地

有効利用）支援 

（注15） 

ＪＡ及び森林組合 果樹園跡地に係る集約化

計画及びしいたけ生産に

係るクヌギ原木の利用計

画の作成に要する経費 

10/10 

 

市町村 1/2 100千円とする。  

土地所有者 果樹園跡地の鉄線・棚・モ

ノレールの撤去に要する

経費 

9/10 市町村 4.5/10 (１)地山傾斜20度未満 

176,000円/10a 

(２)地山傾斜20度以上30度未

満 

193,600円/10a 

(３)地山傾斜30度以上 

211,200円/10a 

 

（注１）補助対象経費が、工事請負及び委託に係る経費の場合については、県内事業者が施工し、又は実施したものに限る。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困

難と県が認めた場合については、この限りでない。 

（注２）事業の実施に当たり、原木の供給者と受給者の間で、原木の本数、樹種、径級、納期や代金の精算方法、施業方法について合意した原木安定供給協定を２者（又は３者）

で締結するものとする。事業主体が生産者の場合は、生産部等（県椎茸生産組合連合会、地区生産部、農協支部生産部、生産者のグループ又は法人。この場合、生産者本

人を含んでもよい。）に原木を供給するものとする。事業主体が森林組合又は素材生産業者の場合は、生産部等（県椎茸生産組合連合会、地区生産部、農協支部生産部、生

産者のグループ又は法人）に原木を供給する協定とする。 

（注３）対象とする作業道は、原木安定供給協定に基づき、計画的に原木を搬出する又は原木林を造成・育成するための作業道とし、鳥取県森林作業道実施基準（平成23年３月31

日付第201000193342号鳥取県農林水産部長通知）により開設するものであること。 

（注４）チェーンソーを用いた作業を行う場合は、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」（平成27年12月７日付基発1207第３号）、「チェーンソー取扱い作

業指針」（平成21年７月10日付基発0710号第１号）に基づき、安全に留意するとともに、防護衣等の着用に努めること。 

（注５）対象とする研修は、生産者を対象にしたものとし、講師謝金、立木代、安全対策費、機材及び会場借上料、傷害保険料等研修に必要な経費とする。 

（注６）対象とする取組は、クヌギ林等の調査、伐採手続、森林所有者との調整・交渉、施業計画等の作成とする。 

（注７）「鳥取茸王ハウス」とは、県が開発した鳥取型低コストハウスに散水施設を整備したビニールハウスをいう。 

（注８）パイプハウスの導入に当たっては、鳥取型低コストハウスの導入に努めること。また、１戸当たりの面積限度は300㎡とする。 

（注９）対象とする取組は、事業実施年度の翌年度から３年目における生産量、単位収量、販売額、又は販売単価が、事業を実施する前年度実績から３割以上の増加を目指した取

組であること。 

（注10）ビニールハウス等の農業保険法（昭和２２年法律第１８５号）に基づく園芸施設共済の加入対象となる施設を導入する者は、園芸施設共済、又は民間の建物共済や損害補

償保険等（天災に対する補償を必須とする。）に加入するものとする。 

（注11）原木確保困難等のやむを得ない理由により、前年度植菌本数を下回った場合（１生産者当たり500本以上を下らない場合に限る。）には、維持分とみなされるものとし、翌

年度の補助申請の基準となる「前年度植菌本数」は、やむを得ない理由を考慮する前の本数を適用するものとする。ただし、２年連続して補助申請の基準となる「前年度

植菌本数」を下回る場合は認めないものとする。 



（注12）防護衣等は、チェンソーに対し切断防止機能を有するものとする。防護衣等の購入については、事業実施から通算し、限度額を上限として対象者１人に当たり各品目一度

に限る。 

（注13）対象とする機械は、新品又は新品と同程度の能力等を有する中古機械（３年以上稼働できるものに限る。）とする。 

（注14）試験販売、市場調査、複数会員の連携による販売促進活動等も含む。ただし、団体等の運営に係る経常的な経費、人件費、団体等構成員に対する個人給付的な経費、食糧

費（事業実施に必要不可欠なものは除く。）等、交付対象として不適当と認められる経費は除く。 

（注15）事業の実施に当たり、土地所有者又は土地所有者から森林施業実施の委託を受けた者と農協支部生産部の二者、果樹園跡地に係る集約化計画及びしいたけ生産に係るクヌ

ギ原木の利用計画を作成するＪＡ又は森林組合と土地所有者又は土地所有者から森林施業実施の委託を受けた者と農協支部生産部の三者若しくは市町村と計画を作成する

ＪＡ又は森林組合と土地所有者又は土地所有者から森林施業実施の委託を受けた者と農協支部生産部の四者の間で、クヌギ原木林緊急造成支援事業の実施及び管理に関す

る協定を締結するものとする。協定期間は事業が完了する年度の翌年度から起算して１５年を経過する年までとする。また、対象となる果樹園跡地は森林組合等が作成す

る森林経営計画に編入が見込まれる果樹園跡地であり、１施行地の面積が0.1ha以上であること。



様式第１号（第４条、第11条関係） 

 

 年度きのこ王国とっとり推進事業(原木安定供給支援)実施計画書(報告書） 

 

１ 事業の目的 

 

 

 

２ 事業計画（実績） 

 

（１）原木安定供給協定の概要 

協定名  

事業実施場所        市町村        大字     地内ほか 

事業実施期間   年  月から    年  月まで 

協定参加者氏名 

 

 

 

原木林面積(ha)            

（注１） 作業道開設及び自伐原木生産研修においては、申請時に原木安定供給協定の写しを添付すること。 

ただし、自伐原木生産研修の場合は省略できるものとする。 

（注２）原木生産プランにおいては、実績報告時に原木安定供給協定の写しを添付すること。 

（注３）原木安定供給協定は参考様式１の協定例を参考に締結すること。 

 

 

（２）原木安定供給協定の施業計画（実績） 

年度 

名称 

当該 

年度 
 年度  年度  年度  年度  年度 合計 

伐採面積(ha)        

原木供給本数(本)        

作業道開設延長(ｍ)        

（注）申請時には平面図を添付すること。 

 

 



３ 事業内訳 

（１）作業道開設の計画（実績） 

路線名 
施工場所 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

事業費(円) 

(a)+(b) 

補助金算定 

基準額(円) 

負担区分(円) 
備考 

市町村 大字 県費(a) その他(b) 

          

          

          

合計          

 

（２）自伐原木生産研修の計画（実績） 

地区名 
実施場所 面積 

(ha) 

参加人数

（人） 

事業費(円) 

(a)+(b) 

補助金算定 

基準額(円) 

負担区分(円) 
備考 

市町村 大字 県費(a) その他(b) 

          

          

          

合計          

（注）備考欄には、講師謝金、立木代、安全対策費、機材及び会場借上料、傷害保険料等の経費内訳を記載すること。 

 

（３）原木生産プランの計画（実績） 

地区名 
実施場所 面積 

(ha) 
生産本数 

補助金算定 

基準額(円) 

負担区分(円) 
備考 

市町村 大字 地番 県費(a) その他(b) 

          

          

          

合計          

（注）実施報告時には、普通林においては伐採届、保安林においては作成した伐採許可申請書等の写しを添付すること。 

 

 

４ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

 

 

５ 他の補助金の活用の有無（ 有 ・ 無 ） （注）「有」、「無」のいずれかに○をしてください。 

 



有の場合：活用する補助金名（                               ） 

その事業内容 （                              ） 

当該補助金に係る問い合わせ先 

補助金を所管している部署名・団体名（                    )  

同上    連絡先（電話番号：                )    

 

 

６ 消費税の取扱い（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

（注）いずれかに〇をしてください。



様式第１号（第４条、第11条関係） 

 

 年度きのこ王国とっとり推進事業（栽培環境整備支援）実施計画書(報告書） 

 

１ 事業の目的 

 

 

 

２ 事業計画（実績） 

施設名 
施工場所 ﾒｰｶｰ、機種、

規格等 

数量(m、m2、

棟、式等) 

事業費(円) 

(a)+(b)+(c) 

補助金算定 

基準額(円) 
負担区分(円) 

備考 
市町村 大字 県費(a) 市町村費(b) その他(c) 

           

           

合計           

（注１） 導入する施設別、しいたけ生産者別に記載すること。 

（注２） 申請時には導入する施設の概要が分かるカタログ及び見積書、実績報告時には内訳の分かる領収書等証拠書類、位置図、完成写真を添付するこ

と。 

 

３ 生産等計画（実績） 

区 分 現状 
計画又は実績 

当該年度 年度 年度 年度 

植菌本数（本数）      

ハウス栽培(Kg) 

「鳥取茸王」 

（金ラベル） 
 

 
   

「鳥取茸王」 

（銀ラベル） 
 

 
   

とっとり115 

(ﾚｷﾞｭﾗｰ規格) 
 

 
   

その他      

計      

露地栽培（乾しいたけ）(kg)      

 



 

４ 園芸施設共済等への加入状況（加入済・今後加入予定（○年○月）・対象施設を導入しない） 

（注）ビニールハウス等の園芸施設共済の加入対象となる施設を導入する場合は、施設の利用開始までに園芸施設共済等への加入することとし、実績報

告時には園芸施設共済等の加入証書又は加入申込書等の写しを添付すること。 

 

 

５ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

 

 

６ 他の補助金の活用の有無（ 有 ・ 無 ） （注）「有」、「無」のいずれかに○をしてください。 

 

有の場合：活用する補助金名（                               ） 

その事業内容 （                              ） 

当該補助金に係る問い合わせ先 

補助金を所管している部署名・団体名（                    )  

同上    連絡先（電話番号：                )    

 

 

７ 消費税の取扱い（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

  （注）いずれかに〇をしてください。 



様式第１号（第４条、第11条関係） 

 

 年度きのこ王国とっとり推進事業（生産拡大支援）実施計画書(報告書） 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業計画（実績）                      

区分 
前年度植菌数 

（駒、本） 

当年度植菌数 

（駒、本） 

補助対象数（駒、本） 補助金算定基準額(円) 負担区分 
備考 

維持分 拡大分 維持分 拡大分 計 県費 その他 

種駒           

原木 

購入           

自伐           

計           

合計        

参加人数      人 

事業実施期間  

事業実施場所 他   箇所 

（注１）事業主体が農業協同組合又は地区生産部の場合は、参加人数を記載することとし、参加者内訳駒数及び本数等が分かる資料を添付すること。 

（注２）前年度又は当年度の種駒購入伝票等購入状況の分かる証書を交付申請書又は実績報告書に添付すること。 

（注３）自伐原木本数は、１本当たり駒菌の場合を30個、形成菌の場合を40個として注２の証書をもとに換算するものとし、小数点以下は切り捨てとする。 

（注４）購入原木本数は、前年度又は当年度の原木購入伝票等購入状況の分かる証書をもとに記載すること。これらの証書は交付申請書又は実績報告書に

添付する（丸太購入等により本数が明記されていない場合は、注３を準用する。）こと。 

 

３ 生産又は植菌計画（実績） 

区 分 現状 
計画又は実績 

当該年度 年度 年度 年度 

      

      

（注１）区分欄には、生産量（kg）又は植菌本数（本）について記載すること。 

（注２）事業主体が農業協同組合又は地区生産部の場合は、参加者内訳計画（実績）の合計又は平均とし、内訳資料を添付すること。 

 



 

４ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

 

 

５ 他の補助金の活用の有無（ 有 ・ 無 ） （注）「有」、「無」のいずれかに○をしてください。 

 

有の場合：活用する補助金名（                               ） 

その事業内容 （                              ） 

当該補助金に係る問い合わせ先 

補助金を所管している部署名・団体名（                    )  

同上    連絡先（電話番号：                )    

 

６ 消費税の取扱い（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

  （注）いずれかに〇をしてください。 



様式第１号（第４条、第11条関係） 

 

 年度きのこ王国とっとり推進事業（安全労働確保支援）実施計画書(報告書） 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業計画（実績） 

 

（１）事業計画（実績） 

区分 

実施場所 
ﾒｰｶｰ、機種、

規格等 
数量 

事業費(円) 

(a)+(b)+(c) 

補助金算定 

基準額(円) 

負担区分(円) 
備考 

市町村 大字 県費(a) 市町村費(b) その他(c) 

           

           

合計           

（注１）区分欄には、防護衣等（ヘルメット、防護衣、防護ズボン、防護ブーツ）、導入機械・器具別に記載すること。 

（注２）申請時には導入するものの概要が分かるカタログ及び見積書、実績報告時には内訳の分かる領収書等証拠書類を添付すること。 

（注３）備考欄に新規生産講座の修了年月日又は栽培始期年月を記載すること。 

 

（２）植菌計画（実績） 

区 分 現状 
計画又は実績 

当該年度 年度 年度 年度 

植菌本数（本）      

（注）防護衣等の導入のみの場合は、記載不要 

 

３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

 

４ 他の補助金の活用の有無（ 有 ・ 無 ） （注）「有」、「無」のいずれかに○をしてください。 

 

有の場合：活用する補助金名（                               ） 

その事内容 （                              ） 

当該補助金に係る問い合わせ先 

補助金を所管している部署名・団体名（                    )  



同上    連絡先（電話番号：                )    

 

５ 消費税の取扱い（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

  （注）いずれかに〇をしてください。 



様式第１号（第４条、第11条関係） 

 

 年度きのこ王国とっとり推進事業（新規生産者施設整備支援）実施計画書(報告書） 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業計画（実績） 

 

（１）事業計画（実績） 

機械名 
実施場所 ﾒｰｶｰ、機種、

規格等 
数量(台) 

事業費(円) 

(a)+(b)+(c) 

補助金算定 

基準額(円) 

負担区分(円) 
備考 

市町村 大字 県費(a) 市町村費(b) その他(c) 

           

           

合計           

（注１）導入する機械別、生産者別に記載すること。 

（注２）申請時には導入する施設の概要が分かるカタログ及び見積書、実績報告時には内訳の分かる領収書等証拠書類を添付すること。 

（注３）事業実施主体が原木しいたけ新規生産講座の修了生の場合は、備考欄に修了年月日を記載すること。 

 

（２）植菌計画（実績） 

区 分 現状 
計画又は実績 

当該年度 年度 年度 年度 

植菌本数（本）      

 

３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

 

４ 他の補助金の活用の有無（ 有 ・ 無 ） （注）「有」、「無」のいずれかに○をしてください。 

 

有の場合：活用する補助金名（                               ） 

その事内容 （                              ） 

当該補助金に係る問い合わせ先 

補助金を所管している部署名・団体名（                    )  

同上    連絡先（電話番号：                )    



 

５ 消費税の取扱い（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

  （注）いずれかに〇をしてください。 



様式第１号（第４条、第11条関係） 

 

 年度きのこ王国とっとり推進事業（販路開拓支援）実施計画書(報告書） 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の内容及び計画（実績） 

活動・取組の内容 
 

 

期待される効果 当該年度 年度 年度 

 

 

 

目標 
 

 

  

実績 
 

 

  

 （注１）活動・取組の内容については、詳細に記載すること。 

 （注２）期待される効果については、販路開拓数や販売金額、出荷量等の目標数値を設定すること。 

 （注３）達成状況が明らかとなる書類を添付すること（期首と期末の数値が把握できるもの）。 

 

３ 事業費の内訳 

区分 内容 
事業費(円) 

(a)+(b) 

補助金算定 

基準額(円) 

負担区分(円) 
備考 

県費(a) その他(b) 

       

       

       

合計      

（注）区分欄には、報償費、旅費、通信運搬費、使用料及び賃借料、委託料、消耗品費・燃料費、印刷製本費・広告料、備品購入費、保険料、その他の

別を記載すること。 

 

４ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

 

５ 他の補助金の活用の有無（ 有 ・ 無 ） （注）「有」、「無」のいずれかに○をしてください。 

 

有の場合：活用する補助金名（                               ） 



その事内容 （                              ） 

当該補助金に係る問い合わせ先 

補助金を所管している部署名・団体名（                    )  

同上    連絡先（電話番号：                )   

  

６ 消費税の取扱い（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

  （注）いずれかに〇をしてください。 



様式第１号（第４条、第11条関係）＜計画作成の場合＞ 

 

年度きのこ王国とっとり推進事業（クヌギ原木林緊急造成）実施計画書（実績報告書） 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業計画（実績）内容 

 （計画を作成しようとする果樹園跡地の概要） 

土地の所有者名 
果樹園跡地の所在地 

面積(m2) 
市町村 大字 字 番地 

      

      

      

 

３ 事業費の内訳 

区分 内容 
事業費(円) 

(a)+(b)+(c) 

補助金算定 

基準額(円) 

負担区分(円) 
備考 

県費(a) 市町村費(b) その他(c) 

        

        

        

合計       

（注１）区分欄には、報償費、旅費、通信運搬費、使用料及び賃借料、委託料、消耗品費・燃料費、印刷製本費・広告料、備品購入費、保険料、その他

の別を記載すること。 

（注２）申請時には、「クヌギ原木林緊急造成支援事業の実施及び管理に関する協定書」の写しを添付すること。「クヌギ原木林緊急造成支援事業の実施

及び管理に関する協定書」は参考様式３の協定例を参考に締結すること。 

（注３）「果樹園跡地に係る集約化計画及びしいたけ生産に係るクヌギ原木の利用計画書」は参考様式２を参考に作成し、実績報告時に添付すること。 

 

４ 事業完了（予定）年月日 

   年  月  日 

 

５ 他の補助金の活用の有無（ 有 ・ 無 ） （注）「有」、「無」のいずれかに○をしてください。 

 

有の場合：活用する補助金名（                               ） 



その事内容 （                              ） 

当該補助金に係る問い合わせ先 

補助金を所管している部署名・団体名（                    )  

同上    連絡先（電話番号：                )   

 

６ 消費税の取扱い（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

  （注）いずれかに〇をしてください。 

 

 



様式第１号（第４条、第11条関係）＜鉄線・棚・モノレールの撤去の場合＞ 

 

 

年度きのこ王国とっとり推進事業（クヌギ原木林緊急造成）実施計画書（実績報告書） 

 

１ 事業の目的 

 

 

 

２ 事業計画（実績）内容 

土地の所有者名 
果樹園跡地の所在地 

事業量(m2) 整備の内容 
市町村 大字 字 番地 

       

       

       

（注１） 申請時には現況写真、見積書の写し及び「クヌギ原木林緊急造成支援事業の実施及び管理に関する協定書」の写しを、実績報告時には完成写

真、領収書（支払済の場合）の写し及び「果樹園跡地に係る集約化計画及びしいたけ生産に係るクヌギ原木の利用計画書」を添付する。 

（注２） 「クヌギ原木林緊急造成支援事業の実施及び管理に関する協定書」は参考様式３の協定例を参考に締結すること。 

（注３） 「果樹園跡地に係る集約化計画及びしいたけ生産に係るクヌギ原木の利用計画書」は参考様式２を参考に作成すること。 

 

３ 事業費の内訳 

区分 内容 
事業費(円) 

(a)+(b)+(c) 

補助金算定 

基準額(円) 

負担区分(円) 備考 

県費(a) 市町村費(b) その他(c) 

        

        

        

合計       

（注）区分欄には、作業内容別の事業費を記載すること。 

 

４ 事業完了（予定）年月日 

   年  月  日 

 



５ 他の補助金の活用の有無（ 有 ・ 無 ） （注）「有」、「無」のいずれかに○をしてください。 

 

有の場合：活用する補助金名（                               ） 

その事内容 （                              ） 

当該補助金に係る問い合わせ先 

補助金を所管している部署名・団体名（                    )  

同上    連絡先（電話番号：                )   

 

６ 消費税の取扱い（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

  （注）いずれかに〇をしてください。 

 

 

 



様式第２号（第４条、第11条関係） 

 

年度きのこ王国とっとり推進事業収支予算（決算）書 

 

 収支予算（決算） 

 (１) 収 入                                                                         （単位：円）  

事業区分 予算区分 
本年度予算額(円) 

(本年度精算額) 

前年度予算額(円) 

(本年度予算額) 
差引増減額（円） 備 考 

 本補助金     

市町村費     

その他（  ）     

計     

 本補助金     

市町村費     

その他（  ）     

計     

合計 

本補助金     

市町村費     

その他（  ）     

計     

（注）交付申請時には予算額のみ記載し、実績報告時には予算額、精算額、差引増減額を記載すること。 

 

(２) 支 出                                                                        （単位：円） 

事業区分 支出区分 
本年度予算額(円) 

(本年度精算額) 

前年度決算額(円) 

(本年度予算額) 
差引増減額（円） 備 考 

      

     

     

計     

      

     

     

計     

      

     

     

計     

（注）交付申請時には予算額のみ記載し、実績報告時には予算額、精算額、差引増減額を記載すること。



様式第３号（第５条関係） 

番       号 

年   月   日 

 

 

様 

 

 

職氏名           

 

 

年度きのこ王国とっとり推進事業費補助金交付決定通知書 

 

   年  月  日付  第  号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあったきのこ王国とっとり

推進事業費補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和32年鳥取県規則第22

号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、規則第８

条第１項の規定により通知します。 

（担当・連絡先                  ） 

 

記 

 

１ 補助事業 

本補助金の補助事業は「きのこ王国とっとり推進事業」とし、その内容は、・・・・とする。 

 

２ 交付決定額等 

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更された場合に

おけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

（１）算定基準額          金                  円 

（２）交付決定額          金                  円 

 

３ 経費の配分 

本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、・・・・・とする。ただ

し、補助事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。 

 

４ 交付額の確定 

本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、きのこ王国とっとり推進事業費補助金交付要綱（平

成31年３月29日付第201800357053号鳥取県農林水産部長通知。以下「要綱」という。）第３条第２項及び第５条

第３項の規定を適用して算定した額と、２の(２)の交付決定額（変更された場合は、当該変更後の額）のいず

れか低い額により行う。 

 

５ 補助規程の遵守 

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければならない。 



様式第４号（第13条関係） 

 

年    月    日 

 

 

職氏名       様 

 

 

住所 

事業主体名 

代表者名 

 

 

年度きのこ王国とっとり推進事業費補助金の概算払について（依頼） 

 

きのこ王国とっとり推進事業について、鳥取県補助金等交付規則（昭和32年鳥取県規則第22号）第19条の規定

により請求します。 

 

記 

 

１ 請求額 

 

事業区分 交付決定額（円） 概算払請求額（円） 

   

   

   

計   

 

 

２ 添付書類 

事業実施内容が確認できる書類（様式第２号に準じる書類） 

支払（予定）額を確認できる書類 



様式第５号（第13条関係） 

番         号 

年    月    日 

 

 

様 

 

 

職氏名            

 

 

年度きのこ王国とっとり推進事業費補助金の概算払について（通知） 

 

   年 月 日付 第 号で交付決定通知をしたこの補助金について、下記のとおり概算払をしますので、

鳥取県補助金等交付規則（昭和32年鳥取県規則第22号）第19条の規定により通知します。 

（担当                 ） 

 

記 

 

１ 補助金概算払額 

事業区分 交付決定額（円） 既概算払額（円） 今回概算払額（円） 概算払額計（円） 残 額（円） 

      

      

      

      

計      

 

２ 概算払の時期 

      年  月  旬 

 



様式第６号（第14条関係） 

達成状況報告書 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業報告（概要） 

（注１）名称欄は、路線名、機械名称、施設名称、施業名称のいずれか該当する内容を記載すること。 

（注２）規格欄は、作業道開設は幅員を、栽培環境整備支援、安全労働確保支援（労働力の軽減）及び新規生産者施設整備支援はﾒｰｶｰ、機種、馬力及び動

力等を、クヌギ原木林緊急造成（果樹園跡地有効利用）支援は施設名称を記載すること。 

（注３）数量欄は、作業道開設は開設延長を、原木生産プランは供給本数を、栽培環境整備支援及び新規生産者施設整備支援は台数等を、クヌギ原木林緊

急造成（果樹園跡地有効利用）支援は面積を記載すること。 

 

３ 事業報告（事業別） 

 

（１）原木安定供給支援（作業道開設・原木生産プラン） 

区分 当該年度 年度 年度 年度 備考 

伐採面積(ha) 
計画      

実績      

原木供給本数(本) 
計画      

実績      

事業区分 名称 規格 数量 事業費（円） 
負担区分（円） 備考 

県費 市町村費 その他 

原木安定供給支援 

作業道開設         

原木生産プ

ラン 
       

 

栽培環境整備支援                

安全労働確保支援（労働力の軽減）         

新規生産者施設整備支援                

クヌギ原木林緊急造成 

（果樹園跡地有効利用）支援 
       

 

合計                



作業道開設延長(ｍ) 

計画      

実績      

実績      

（注）普通林においては伐採届、保安林においては伐採許可通知の写しを添付すること。 

 

 

（２）栽培環境整備支援 

 

（３）安全労働確保支援（労働力の軽減）、新規生産者施設整備支援 

 

（４）クヌギ原木林緊急造成（果樹園跡地有効利用）支援 

区分 現状 当該年度 年度 年度 年度 備考 

生産

量 

内訳 

(kg) 

「鳥取茸王」 

（金ラベル） 

計画       

実績       

「鳥取茸王」 

（銀ラベル） 

計画       

実績       

とっとり115 
計画       

実績       

その他 
計画       

実績       

露地栽培 

（乾しいたけ） 

計画       

実績       

単位収量(kg/千本) 
計画       

実績       

販売額(円) 
計画       

実績       

販売平均単価 

(円/kg) 

計画       

実績       

区分 現状 当該年度 年度 年度 年度 備考 

植菌本数（本） 
計画       

実績       



 

区分 現状 当該年度 年度 年度 年度 備考 

クヌギ造林面積（m2） 
計画       

実績       



様式第７号（第11条関係） 

 

年度きのこ王国とっとり推進事業仕入控除税額確定報告書 

 

年   月   日 

 

 職氏名      様  

 

所在地 

名 称 

代表者 

 

   年 月 日付 第 号により交付決定のあった   年度きのこ王国とっとり推進事業費補助金につい

て、仕入控除税額が確定したので、きのこ王国とっとり推進事業費補助金交付要綱（平成31年３月29日付第

201800357053号鳥取県農林水産部長通知）第11条第４項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付された補助金などの額の確定額                    金    円 

  

２ 消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額    金    円 

 

３ 補助金の額の確定までに減額した仕入控除税額                 金    円 

  

４ 補助金返還額（２から３の額を差し引いた額）                     金    円 

 

５ 添付書類 

（１）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算方法や積算内訳等を記載した書類 

（２）課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書（写し） 

（３）課税売上割合・控除対象仕入れ税額等の計算表（写し） 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号 別紙（第11条関係） 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算方法や積算内訳等を記載した書類 

 

１ 法人名 

 

２ 法人住所 

 

３ 代表者職氏名 

 

４ 補助事業名 

 

５ 補助金額 

 

６ 当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

 

７ ６の計算方法や積算の内訳 

（１） 補助対象経費（補助金の使途）の内訳 

区分 課税仕入れ 

 
非課税仕

入れ 
合計 課税売上 

対応分 

非課税売 

上対応分 

共通対応分 

経

費

の

内

訳 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

（２）課税売上割合  ○○％ 

（３）補助金に係る仕入控除税額の計算方法



様式第８号(第10条関係) 

 

  年  月  日 

 

職氏名   様 

 

住所 

事業主体名 

代表者名 

 

年度きのこ王国とっとり推進事業(原木安定供給支援・作業道開設)完了届 

 

  年 月 日付 第 号による交付決定に係る事業が完了したので、きのこ王国とっとり推進事業費補助金

交付要綱（平成31年３月29日付第201800357053号鳥取県農林水産部長通知）第10条の規定により、下記のとおり

届け出ます。 

 

記 

 

補助金等の名称 

 

完 了 年 月 日 

 

備 考 

（段階的に検査を行う場合にあっては、当該検査に係る完了部分を記載

すること。） 

 

 

 



参考様式１（別表） 

 

原木安定供給協定書（例） 

（目的） 

第１条 生産者○○○○（以下「甲」という。）、森林所有者○○○○（以下「乙」という。）及び素材生産業

者○○○○（又は○○森林組合）（以下「丙」という。）の３者は、しいたけ原木を将来にわたり安定的に供

給及び確保することを目的に、この協定を締結する。 

 

（実施の主体）（参考例） 

第２条 甲は、伐採、造材、搬出されたしいたけ原木（以下「原木」という。）の供給を受ける者とする。 

２ 乙は、原木として使用できる立木（以下「立木」という。）（及び再造成、育成管理できる土地を所有する

者とする。 

３ 丙は、原木安定供給事業の事業実施主体として、乙が所有する立木の伐採、造材、搬出（及び再造成、育成

管理）（以下「整備」という。）し、協定の期間中、原木を甲に供給する者とする。 

 

（協定の名称） 

第３条 この協定の名称は、○○○○原木安定供給協定とする。 

 

（期間） 

第４条 この協定の期間（以下「協定期間」という。）は、   年 月 日から   年 月 日までとする。 

 

（協定の対象とする森林） 

第５条 この協定の対象とする対象森林（以下、「対象森林」という。）の所在地及びその面積等は、次に掲げ

るとおりとする。 

所在地 林小班 面積(ha) 備考 

    

    

 

（役務と対価）（参考例） 

第６条 甲は、協定期間中、供給を受けたい原木の本数、樹種、径級、納期を丙に申し込むものとする。 

２ 丙と乙は、対象森林の整備に関する受委託契約を締結するとともに、前項の申込み内容に対応するための施

業計画書を別添により作成するものとする。 

３ 丙は、施業計画書に基づき対象森林の整備を行い、申込みに応じて甲に原木を供給するものとする。 

４ 甲は、供給された原木を確認した上で、丙に対象森林の整備に要する経費（及び立木代金）の一部を原木代

金として支払うものとする。 

５ 乙は、丙に対象森林の整備に要する経費の一部を支払うものとする。 

６ 丙は、乙に立木代金を支払うものとする。 

 

（甲の責務） 

第７条 甲は、注文した原木について、原則として注文の取消しはしないものとする。 

 

（乙の責務） 

第８条 乙は、対象森林について次に掲げる条件を遵守するものとする。 

（１）協定期間中は対象森林を開発等により転用しないこと。 

（２）対象森林の境界及び所有権等の権利に関し、第三者から異議の申立てがあった場合は、その処理解決に当



たること。 

 

（丙の責務） 

第９条 丙は、対象森林の整備の実施後、その結果を速やかに甲及び乙に報告するものとする。 

２ 丙は前項の報告時に、対象森林の整備に要した経費から原木安定供給支援による補助金相当額を除し、甲及

び乙に対象森林の整備に要する経費（及び立木代金）を通知するものとする。 

 

（協定に係る権利及び義務の承継等） 

第10条 乙は、協定期間において、対象森林に地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収

益を目的とする権利の設定（以下「権利の設定」という。）をする場合又は対象森林について売買、贈与、交

換、出資等による所有権の移転（以下「所有権の移転」という。）をする場合は、丙へその旨を届け出るもの

とする。この場合において、乙は、権利の設定又は所有権の移転の相手方に、この協定に定める権利及び義務

を承継させるものとする。 

２ 乙は、協定期間中に氏名若しくは住所に変更があった場合又は次条に定める事項が生じた場合は、速やかに

これを甲及び丙に書面で通知するものとする。 

 

（特別な事情による協定の失効） 

第11条 次に掲げる場合は、この協定は対象森林の全部又は一部についてその効力を失う。 

（１）対象森林の全部又は一部が公用、公共用又は公益事業の用に供されたとき。 

（２）火災、天災その他当事者の責めに帰し得ない事由により対象森林の全部又は一部が滅失したとき。 

 

（疑義の決定） 

第12条 この協定に関し疑義の生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、甲、乙及び丙が協議の上、

定めるものとする。 

 

上記の協定を証するため、この協定書３通を作成し、甲乙丙それぞれ記名押印の上、各自その１通を保有する

ものとする。 

 

年 月 日 

甲 住 所 

氏 名 

 

乙 住 所  

氏 名 

 

丙 住 所 

氏 名 



別添 

施業計画書 

 

１ 施業計画 

年度 

名称 

当該 

年度 
 年度  年度  年度  年度  年度 合計 

伐採面積(ha)        

原木供給本数(本)        

作業道開設延長(ｍ)        

植栽面積(ha)        

保育面積(ha)        

 その他（    ）        

（注１）保育面積欄には、下刈り、芽かき等の作業種を記載すること。 

（注２）適宜列を追加して記載すること。 

 

２ 添付書類 

位置図、平面図 

 

 

 



参考様式２（別表） 

 

果樹園跡地に係る集約化計画及びしいたけ生産に係るクヌギ原木の利用計画書 

 

１ 事業の目的 

 

 

 

２ 果樹園跡地の概要 

 ※記載内容 

・果樹園跡地全体の面積、その内クヌギ原木林緊急造成に取り組む面積 

・クヌギ原木林緊急造成に取り組む土地所有者一覧 

 

 

 

 

３ クヌギ造林計画（年度別） 

 

地区名 造林面積(a) Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

     

     

     

 

４ しいたけ生産部の概要 

（１）原木の調達状況 

区分 自伐原木 購入原木 

コナラ クヌギ コナラ クヌギ 

地区内  

 

   

地区外  

 

   

計  

 

   

 

（２）今後の生産部の取組考え方※（ ）は視点 

  ○生産者の育成について（新規生産者の確保等への取組など） 

 

  ○原木の確保について 

（生産の効率化、大経木→適木、老齢木→若齢木、コナラ→クヌギ） 

 

  ○生産量の増加に向けて（コナラ→クヌギ 単収のＵＰ、増植など） 

 

５ 事業実施期間 

   ○○年度～  ○○年度 

 



参考様式３（別表） 

 

クヌギ原木林緊急造成支援事業の実施及び管理に関する協定書（例） 

（土地所有者、原木しいたけ生産部、ＪＡの三者協定となる場合） 

  

（協定の目的） 

第１条 耕作を放棄している○○地区団地の土地所有者の代表者（以下「甲」という。）と○○地区原木しいたけ

生産部の代表者（以下「乙」という。）及び○○農業協同組合（以下「丙」という。）の３者は、クヌギ原木林

を適正に造成・活用していくことを目的に、この協定を締結する。 

 

（協定の期間） 

第２条 この協定の期間は、協定を締結した日からクヌギ造林が完了した年度の翌年度から起算して１５年を経

過する年までとする。 

 

（協定の対象とする森林） 

第３条 この協定の対象とする森林（以下「対象森林等」という。）の所在地及びその面積等は、次に掲げるとお

りとする。（※別紙でも可） 

所在地  

林小班  

面積(ha)  

施業目標 ・下刈り：植栽から最低５年間は毎年、下刈りを実施し、その後は状況に応じて実施する。 

・蔓切り：必要に応じて実施  

・施 肥：生育状況を見ながら実施  

 

（施業の実施内容） 

第４条 甲は、第３条に掲げる施業目標に基づき事業を実施することとし、甲乙協議して決定するものとする。  

 

（費用の負担） 

第５条 クヌギ林育成に要する費用については、甲乙協議して決定する。 

 

（甲の義務） 

第６条 甲は、対象森林等について次に掲げる条件を遵守するものとする。 

（１）第４条に基づく施業の実施に協力し、その施業に支障を及ぼす一切の行為をしないこと。 

（２）協定期間中は対象森林を皆伐したり、開発等により転用しないこと。なお、やむを得ず転用する必要を生

じた場合は、あらかじめ乙に書面により届け出ること。 

（３）第４条に基づく施業の実施後、協定の期間中は、対象森林等の適正な管理を実施すること。 

（４）対象森林等の境界及び所有権等の権利に関し、第三者から異議申立があった場合は、その処理解決に当た

ること。 

 

（乙の義務） 

第７条 乙は、クヌギ原木林が成林した後は、適正な価格で購入し、しいたけ原木に活用するものとする。 

 

（クヌギ原木林の活用） 

第８条 クヌギ原木林の売却費については、甲乙協議して決定する。 

 

（助言及び指導） 



第９条 丙は、この協定の目的達成のため、必要に応じて甲乙に対する助言及び指導に努めるものとする。 

 

（災害等による損害） 

第10条 協定の期間中に、火災、天災その他乙の責めに帰し得ない事由により対象森林等に生じた損害及び第三

者に生じた損害については、甲はその責任を負わない。 

２ 第４条に基づき実施した施業により、対象森林等の林相が著しく変化したり、又は立木その他に損害を生じ

た場合にあっても、甲はその責任を負わない。 

 

（協定に係る権利及び義務の承継等）  

第11条 甲は、協定の期間中において対象森林等に地上権、質権、使用賃借による権利、賃借権その他の使用及

び収益を目的とする権利の設定（以下「権利の設定」という。）をする場合又は対象森林等について売買、贈与、

交換、出資等による所有権の移転（以下「所有権の移転」という。）をする場合は、乙にその旨を届け出るもの

とする。この場合、甲は、権利の設定は所有権の移転の相手方に、この協定に定める権利及び義務を承継させ

るものとする。 

２ 甲は、協定の期間中に氏名又は住所に変更があった場合は、速やかにこれを乙・丙に書面で通知するものと

する。 

 

（特別の事情による協定の失効） 

第12条 次に掲げる場合は、この協定は対象森林等の全部又は一部についてその効力を失う。 

（１）対象森林等の全部又は一部が、公共用又は公益事業の用に供されるとき。 

（２）火災・天災その他当事者の責めに帰し得ない事由により対象森林等の全部又は一部が滅失したとき。 

 

（疑義の決定） 

第13条 この協定に関し疑義のあるとき、及びこの協定に定めのない事項については、甲乙丙の協議の上、定め

るものとする。 

 

上記協定を証するため、この協定書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その１通を保有するもの

とする。 

 

 

年  月  日 

 

 

甲 住 所  

氏 名           印 

 

 

乙 住 所 

氏 名           印 

 

 

丙 住 所 

氏 名           印 

 


